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釧路社会的企業創造協議会と「釧路モデル」生活困窮者自立支援制度の理念

　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
が
来
年
４
月

に
施
行
さ
れ
る
の
を
前
に
、
経
済
的
に
困

窮
す
る
人
の
就
労
や
暮
ら
し
の
改
善
を
手

助
け
す
る
モ
デ
ル
事
業
が
県
内
の
社
協
で

進
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
は
そ
の
枠
組
み

や
課
題
の
検
証
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

　

北
海
道
釧
路
市
で
生
活
困
窮
者
に
対
し

て
新
た
な
雇
用
の
場
を
創
り
出
す｢

釧
路

社
会
的
企
業
創
造
協
議
会｣

副
代
表
の
櫛

部
武
俊
氏
を
講
師
に
迎
え
た｢

第
２
回

生
活
困
窮
者
対
策
研
究
会｣

（
８
月
28
日
、

ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
岩
手
）
に
は
、
モ
デ
ル

事
業
実
施
（
予
定
も
含
む
）
社
協
職
員
、

市
町
村
行
政
職
員
ら
約
50
人
が
参
加
し
ま

し
た
。
講
演
の
概
要
を
お
伝
え
し
ま
す
。

多
様
な
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

用
意
が
必
要

　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
制
度
は
▽
世

帯
構
成
の
推
移
と
見
通
し
（
２
０
３
０
年

に
は
単
身
世
帯
は
４
割
に
達
す
る
）
▽

生
涯
未
婚
率
（
２
０
３
０
年
に
は
男
性

30
％
、
女
性
23
％
）
▽
家
族
以
外
の
人
と

交
流
の
な
い
人
の
割
合
（
15
・
３
％
と
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
20
か
国
で
最
高
）
▽
フ
リ
ー

タ
ー
１
８
２
万
人
、
ニ
ー
ト
60
万
人
▽
年

間
３
万
人
の
自
死
、
な
ど
を
背
景
と
し
て

お
り
、
生
活
保
護
受
給
者
数
は
２
１
６
万

人
と
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

支
援
法
は
福
祉
事
務
所
設
置
自
治
体
に

総
合
的
な
相
談
窓
口
を
開
設
す
る
こ
と
を

義
務
づ
け
、
貧
困
の
連
鎖
を
防
ぐ
た
め
に

貧
困
家
庭
の
子
ど
も
へ
の
学
習
支
援
な
ど

も
行
え
る
よ
う
、
き
め
細
か
く
対
応
で
き

る
多
様
な
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
準
備
が
重
要

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

釧
路
市
の
生
活
困
窮
者
自
立
促
進
支
援

モ
デ
ル
事
業
で
は
、
仕
組
み
づ
く
り
が
大

切
と
考
え
、
法
施
行
前
ま
で
に
生
活
困
窮

者
庁
内
連
携
連
絡
会
議
・
生
活
困
窮
者
自

立
支
援
釧
路
圏
域
協
議
会
・
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
協
議
会
（
仮
称
）
の
３
つ
の
協

議
会
を
立
ち
上
げ
な
が
ら
連
携
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
生
活
保
護
受
給
者
の
自
立
支

援
に
取
組
む
釧
路
社
会
的
企
業
創
造
協
議

会
は
、
市
生
活
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー｢
く

ら
し
ご
と
（
暮
ら
し
×
仕
事
）｣

を
受
託
。

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム（
自
立
相
談
支
援
・

就
労
・
就
労
訓
練
の
各
事
業
）
と
、
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
（
無
料
職
業
紹
介
、
求
人
情
報

の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供
）
事
業
を
開
拓
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。

　

改
め
て
自
立
相
談
支
援
事
業
の
意
味
を

考
え
る
と
、
制
度
と
制
度
を
つ
な
ぐ
、
制

度
の
狭
間
を
埋
め
る
大
事
な
取
組
み
と
考

え
て
い
ま
す
。

生
活
困
窮
者
支
援
の
力
を
い
か
し
た

社
会
的
企
業
づ
く
り

　

釧
路
市
は
平
成
16
年
度
か
ら｢

釧
路
モ

デ
ル｣

と
い
わ
れ
る
生
活
保
護
受
給
者
の

自
立
支
援
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
生
活
保
護
受
給
者
の
自
尊
感
情
を
尊

重
し
、
地
域
資
源
を
活
用
し
て
エ
ン
パ
ワ

メ
ン
ト
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
特
徴
と
し

た
取
組
み
で
す
。

　

本
人
の
「
ス
テ
ー
ジ
」
に
応
じ
、
居
場

所
と
連
動
し
た
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
あ
る

い
は
職
業
体
験
な
ど
多
様
な
自
立
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

生
活
保
護
か
ら
脱
却
す
る
に
は
働
く
意

欲
と
働
く
場
所
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
当

協
議
会
は
地
場
産
業
で
あ
る
漁
業
の
資
材

（
漁
網
）
補
修
作
業
に
着
目
し
、｢

地
域
で

支
え
ら
れ
て
い
た
人
が
支
え
る
側
に
回
る｣

仕
組
み
を
構
築
し
ま
し
た
。
漁
網
補
修
以

外
に
も
体
育
館
に
設
置
す
る
ネ
ッ
ト
加
工

な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

中
間
的
就
労
に
よ
る
自
立
の
場
は
、
社

会
参
加
の
意
欲
を
回
復
さ
せ
、
報
酬
を
得

る
こ
と
で
自
尊
感
情
の
回
復
に
つ
な
げ
て

い
ま
す
。

　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
で
は
▽
相

談
支
援
の
重
視
（
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
と
伴
走

型
の
支
援
） 

▽
包
括
的
対
応
（
福
祉
・
就

自
立
支
援
か
ら
困
窮
者
支
援
へ

平
成
26
年
度 

第
２
回
生
活
困
窮
者
対
策
研
究
会

新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン“
共
同
”を
目
指
し
て

人
と
地
域
を
耕
す

講 師

一般社団法人
釧路社会的企業創造協議会

副代表　櫛部 武俊 氏
（釧路市生活相談支援セン
ター・北海道釧路総合振興局
管内生活支援センター長）

　釧路社会的企業創造協議会(以
下、協議会)は、2012年創立。地域の
困りごとを仕事づくりに生かそう
と、参加する生活保護受給者に「一
定の報酬」を目標にして活動してい
ます。2013年からは、生活困窮者支
援のモデル事業を始め、釧路市生活
相談支援センター「くらしごと（暮
らし×仕事）」を立ち上げ、市内の
生活困窮者の居場所づくりと雇用の
場創りを目的に｢相談支援事業｣｢中
間的就労の場創出事業｣の２本柱で
活動しています。
　釧路市は平成16年度から生活保護
受給者の自立支援に取組んでおり、

ボランティア参加から始まった中間
的就労と呼ばれる｢釧路モデル｣は、
受給当事者の自尊感情と希望の回
復を図りながら、地場産業である漁
業資材(漁網)の補修作業などを通し
て、受給当事者の次のステップを目
指しています。
　｢釧路モデル｣は地域経済の回復と雇
用創出など生活困窮者全体の支援課題
と重なり合っているのが特長です。
　こうした新たな働き方･仕事起こし
の開発は、生活困窮者の力をいかし
たソーシャルビジネス、社会的企業
づくりの手法として注目されます。

①制度の意義　生活保護に至っていない生活困窮者に対する｢第２
のセーフティネット｣を全国に拡充した包括的な支援体系の創設
②制度が目指す目標　①生活困窮者の自立と尊厳（本人の回復プ
ロセス、自己肯定感）②生活困窮者支援を通じた地域づくり（地域
ネットワーク、働く場の創出、社会参加の場の創出、相互に支えあ
う循環・共生型の支援構造）
③新しい困窮者支援の形　①包括的支援（多様性への着目、制度
の狭間という認識、申請主義と契約主義の限界を認識する）②個別
支援（その人が持ち込んでくる視点、世帯丸ごと支援の視点）③早
期的支援（その人は自らこない、情報ネットワークの形成）④継続
的な支援（資源とプロセスを共有しながら進める）⑤分権的・創造
的な支援スタイル(釧路と岩手の地域実情も文化も違う。共生的な
地域づくりの視点)

※第２回生活困窮者対策研究会の資料から
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労
・
住
宅
・
金
融
・
教
育
な
ど
と
、
人

と
人
が
支
援
す
る
） 

▽
社
会
的
資
源
開
発

（
社
会
的
企
業
・
新
た
な
官
民
協
働
）
の

３
つ
の
循
環
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

法
施
行
ま
で
あ
と
半
年
で
す
が
、
全
国

の
自
治
体
で
は
現
在
、
残
念
な
こ
と
に
担

当
部
署
も
決
ま
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
。

｢

認
定
こ
ど
も
園｣

の
普
及
が

図
ら
れ
ま
す
。｢

認
定
こ
ど
も

園｣

は
す
べ
て
の
子
ど
も
が
対

象
で
、
す
べ
て
の
子
ど
も
を
保

障
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
も

家
庭
に
も
プ
ラ
ス
面
と
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
新
た
に
少
人
数
の
子

ど
も
を
保
育
す
る｢

地
域
型
保

育｣

の
小
規
模
保
育
サ
ー
ビ
ス
等
を
新
設

充
実
さ
せ
、
待
機
児
童
の
解
消
と
地
域
の

保
育
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
さ
せ
ま
す
。

　

小
規
模
保
育
事
業
は
地
域
の
多
様
な
保

育
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
す
る
た
め

に
、
既
存
の
様
々
な
事
業
形
態
か
ら
移
行

で
き
る
よ
う
、
保
育
分
園
に
近
い
Ａ
型
、

家
庭
的
保
育（
グ
ル
ー
プ
型
小
規
模
保
育
）

に
近
い
Ｃ
型
、
そ
の
中
間
的
な
Ｂ
型
の
３

つ
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

　

小
規
模
で
あ
る
こ
と
や
原
則
と
し
て
３
歳

未
満
児
を
受
け
入
れ
の
対
象
と
し
て
い
る

事
業
を
踏
ま
え
て
、
連
携
施
設
を
設
け
る

こ
と
が
要
件
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
制
度
に
お
け
る
保
育
標
準
時
間
認
定

の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
な
保
育

時
間
は
８
時
間
と
し
つ
つ
、
通
勤
や
休
憩

時
間
を
考
慮
し
て
最
大
11
時
間
が
保
障
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
幼
稚
園
の
公
定
価
格
上
の
職
員

配
置
基
準
は
、
４
～
５
歳
児
は
30
対
１
、

３
歳
児
は
20
対
１
と
す
る
方
針
が
示
さ

が
大
切
で
す
。

　

生
活
困
窮
者
の
力
を
い
か
す
社
会
的
企

業
づ
く
り
と
し
て
、
よ
り
積
極
的
な
投
資

案
件
と
し
て
と
ら
え
る
発
想
も
重
要
で
す
。

　

就
労
準
備
支
援
や
中
間
的
就
労
は
、
単

に
自
立
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
つ
く
る
だ
け
で

な
く
、
共
生
社
会
を
支
え
る
地
域
経
済
の

振
興
や
地
域
づ
く
り
に
位
置
づ
け
る
視
点

　

平
成
24
年
８
月
に
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
を
含
む
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法

が
成
立
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
法
律
は
す
べ
て
子
ど
も
に
良

質
な
成
育
環
境
を
保
障
し
、
子
ど
も
と
子

育
て
家
庭
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
り
、
法
に
基
づ
き
認
定

こ
ど
も
園
・
幼
稚
園
・
保
育
所
を
通
じ
た

共
通
の
給
付
（
施
設
型
給
付
）
及
び
小
規

模
保
育
等
へ
の
給
付
（
地
域
型
保
育
給
付
）

の
創
設
や
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
（
地
域
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
）
の
充
実
な
ど
の
新
た
な
制

度
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
公
定
価
格
の
仮
単
価
や
利
用
者

負
担
が
提
示
さ
れ
、
各
自
治
体
に
お
い
て

も｢

量
の
見
込
み｣

の
設
定
に
向
け
た
作

業
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
新
制
度
へ
の
移
行

準
備
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
新

制
度
が
及
ぼ
す
保
育
所
経
営
へ
の
影
響
を

的
確
に
判
断
で
き
る
情
報
が
乏
し
い
と
の

声
も
聞
か
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
新
制
度
へ

の
移
行
等
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、法
人
・

施
設
の
最
高
責
任
者
と
し
て
制
度
改
革
に

適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

目
的
に
本
セ
ミ
ナ
ー
（
主
催
：
県
社
協
・

社
会
福
祉
経
営
者
協
議
会
・
県
社
協
・
保

育
協
議
会
。
９
月
５
日
、
ふ
れ
あ
い
ラ
ン

ド
岩
手
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル
）
を
開
催
し
ま

し
た
。
県
内
保
育
所
経
営
法
人
の
理
事
長

及
び
保
育
所
施
設
長
（
園
長
）
ら
70
名
が

参
加
し
た
セ
ミ
ナ
ー
の
概
要
を
お
伝
え
し

ま
す
。

平
成
以
降
の
保
育
制
度
改
革
に
関
す
る

こ
れ
ま
で
の
動
向

　

保
育
制
度
改
革
が
拙
速
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
平
成
以
降
の
保
育
制
度
改
革
の
動
向

は｢

出
生
率
１
・
57
シ
ョ
ッ
ク｣

（
平
成

元
年
）
に
始
ま
る
少
子
化
対
策
と
保
育
制

度
の
見
直
し
が
あ
り
、
20
年
を
超
え
る
改

革
議
論
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

｢

子
ど
も
と
家
族
を
応
援
す
る
日
本
重

点
戦
略｣

に
始
ま
る
保
育
制
度
改
革
は
、

６
年
間
に
及
ぶ
制
度
見
直
し
の
議
論
を
経

て
制
定
さ
れ
た
新
制
度
で
す
。
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
制
定
の
背
景
と
目
的
の
ひ

と
つ
に
、
出
生
率
の
低
下
解
消
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
が
、
今
後
は
こ
れ
ま
で
の
遅
れ
を

い
か
に
取
り
戻
す
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

｢

子
ど
も
を
産
み
、
育
て
や
す
い
社
会
の

創
設｣

を
目
的
と
し
た
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
は
①
質
の
高

い
幼
児
期
の
学
校
教
育
・
保
育
の
総
合
的

な
提
供
②
保
育
の
量
的
拡
大
・
確
保
③
地

域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
で
す
。

　

消
費
税
引
き
上
げ
（
10
％
）
で
確
保
す

る
約
０
・
７
兆
円
が
恒
久
的
財
源
に
充
て

ら
れ
ま
す
が
、
量
の
拡
充
と
質
の
改
善
に

は
１
兆
円
超
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
は
平
成
25
年
度
に｢

子
ど
も
・
子
育

て
会
議｣

を
設
け
、
具
体
的
な
検
討
を
進

め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
機
能
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

保
育
所
、
幼
稚
園
に
加
え
て

「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
普
及
を
図
る

　

新
制
度
で
は
幼
稚
園
と
保
育
所
に
加
え

て
、
両
方
の
良
さ
と
機
能
を
併
せ
持
つ

平成26年度
保育所経営
特別セミナー

動
き
だ
す
新
制
度
に
向
け
た

保
育
所
経
営
を
考
え
る

社会福祉法人 吹田みどり福祉会理事長
全国経営協保育所経営委員会委員長

菊池　繁信 氏
　大阪府吹田市においても ｢も
みの木保育園｣ ｢もみの木千里
保育園｣ ｢大正北保育園｣ の３
保育園及び介護保険事業所３事
業所を経営。
　全国経営協保育所経営委員
長、全社協政策委員会幹事、全
国保育協議会副会長

講 師
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少
子
化
対
策
・
子
育
て
支
援
施

策
の
集
大
成
と
も
言
え
る
新
制
度

は
、
幼
児
期
の
学
校
教
育
・
保
育
、

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を

総
合
的
に
進
め
る
仕
組
み
を
導
入

し
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ

る
財
源
に
よ
っ
て
、
幼
児
教
育
・

保
育
・
子
育
て
支
援
の
質
と
量
を

充
実
さ
せ
る
も
の
で
す
。

　

当｢

認
定
こ
ど
も
園
と
も
い
き｣

（
園
児
２
０
９
名
、職
員
46
名
）
は
、

平
成
23
年
に
学
校
法
人
立
ふ
く

お
か
幼
稚
園
と
社
会
福
祉
法
人
立

福
岡
隣
保
館
保
育
園
の
２
法
人
に

よ
る
幼
稚
園
と
保
育
園
を
一
体
化

し
、
全
国
22
法
人
と
と
も
に
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
幼
稚
園
は
文
部
科
学

省
、
保
育
園
は
厚
生
労
働
省
の
所

管
に
分
か
れ
、
財
源
も
制
度
毎
に

違
い
ま
し
た
が
、
新
シ
ス
テ
ム
で

は
財
政
措
置
は
施
設
型
給
付
で
一

本
化
さ
れ
、
財
政
措
置
も
所
管
も

一
元
化
し
、
二
重
行
政
が
解
消
さ

れ
ま
す
。

　
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
１
～
２
年
間
は
、
幼

稚
園
と
保
育
園
の
持
つ
そ
れ
ぞ
れ

の
文
化
や
歴
史
の
違
い
も
あ
り
、

職
員
の
戸
惑
い
も
あ
り
ま
し
た

が
、
幼
保
の
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の

良
さ
を
学
び
合
い
、
子
ど
も
達
が

健
や
か
に
育
つ
よ
う
努
力
し
て
い

ま
す
。

　

新
制
度
に
お
け
る
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
は
、
学
級
編
成
や

職
員
配
置
基
準
に
つ
い
て
従
来
よ

り
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
定
価

格
に
お
い
て
も
、
第
三
者
評
価
受

審
加
算
な
ど
法
人
の
努
力
が
評
価

さ
れ
る
仕
組
み
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。
地
域
型
保
育
で
は
小

規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
な
ど
利

用
者
の
選
択
肢
が
増
え
ま
し
た
。

　

現
在
、
市
町
村
で
は
新
制
度
に

対
応
し
た
今
後
の
事
業
計
画
策
定

に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

　

各
法
人
の
経
営
環
境
は
新
制
度

に
よ
り
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
私

た
ち
は
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
わ

ろ
う
と
も
子
ど
も
達
の
最
善
の
利

益
が
保
障
さ
れ
る
社
会
を
作
る
使

命
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
状
況
の

中
で
、
法
人
の
存
続
も
視
野
に
入

れ
な
が
ら
、
進
む
道
を
判
断
す
る

時
を
今
ま
さ
に
迎
え
て
い
ま
す
。

　

単
年
度
ま
た
は
中
長
期
の
ス
パ
ン
で
み

な
が
ら
、
賢
い
選
択
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
　

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
参
加
者
か
ら
▽
保
育
の

短
時
間
と
標
準
時
間
の
取
扱
い
▽
待
機
児

童
解
消
に
対
す
る
行
政
の
平
等
性
と
柔
軟

性
▽
新
た
な
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

と
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
の
相
違
点
▽

移
行
猶
予
期
間
（
10
年
）
の
移
行
先
延
ば

し
に
よ
り
考
え
ら
れ
る
リ
ス
ク
▽
移
行
に

よ
る
事
務
量
の
膨
大
さ
を
事
務
員
の
人
件

費
で
賄
え
る
か
▽
利
用
者
負
担
分
が
徴
収

で
き
な
い
場
合
の
補
て
ん
▽
法
人
の
一
体

化
に
伴
い
転
籍
す
る
職
員
の
退
職
金
な

ど
、
多
く
の
質
問
が
出
さ
れ
、
菊
池
講
師

が
回
答
に
応
じ
ま
し
た
。

れ
、
従
来
は
35
対
１
と
定
め
ら
れ
て
い
た

職
員
配
置
基
準
に
満
た
な
い
も
の
は
、
調

整
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

公
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
幼
保
連
携
型

と
そ
れ
以
外
の
類
型
の
認
定
こ
ど
も
園
に

つ
い
て
も
、
国
の
定
め
る
基
準
に
大
き
な

違
い
は
な
い
こ
と
か

ら
、
公
定
価
格
も
基
本

的
に
同
じ
に
な
る
よ
う

で
す
。

　

一
方
で
深
刻
化
す
る

保
育
人
材
確
保
は
、
潜

在
保
育
士
を
現
場
に
取

り
戻
す
こ
と
や
離
職
者

を
減
ら
す
こ
と
が
課
題

で
あ
り
、居
残
り
業
務
、

職
場
の
人
間
関
係
の
改

善
も
大
切
で
す
。
保
育

者
の
人
員
配
置
、
待
遇
改
善
、
研
修
シ
ス

テ
ム
の
充
実
な
ど
、
保
育
に
携
わ
る
人
た

ち
の
就
労
環
境
の
整
備
が
あ
っ
て
こ
そ
、

保
育
の
質
が
守
ら
れ
向
上
す
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
保
育
所
経
営
と

大
き
く
変
わ
る
経
営
環
境

　

幼
稚
園
と
保
育
所
の
機
能
を
併
せ
持
つ

新
制
度
は
、
幼
保
連
携
型
・
幼
稚
園
型
・

保
育
所
型
・
地
域
裁
量
型
の
４
つ
と
な
り

ま
す
。
ど
の
道
を
選
ぶ
の
か
、
今
後
の
行

く
道
の
選
択
が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

新
制
度
に
入
る
か
否
か
（
施
設
型
給
付

を
受
け
る
か
）
は
、
制
度
施
行
初
年
度
だ

け
で
な
く
、
い
つ
で
も
可
能
な
柔
軟
な
仕

組
み
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
移
行

へ
の
状
況
は
全
国
的
に
ば
ら
つ
き
が
み
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
社
会
福
祉
法
人
は
営
利
法
人

と
の
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
図
る
べ

き
と
す
る
非
課
税
措
置
の
見
直
し
問
題
、

平
成
29
年
度
を
ピ
ー
ク
と
す
る
乳
幼
児
数

の
変
動
に
伴
う
影
響
、
人
材
確
保
の
問
題

な
ど
、
新
制
度
移
行
に
向
け
た
難
題
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

か
つ
て
な
い
大
き
な
風
が
吹
く
中
、
法

人
の
原
点
に
立
ち
戻
り
、
膨
れ
あ
が
る
保

育
供
給
と
進
む
少
子
化
の
両
面
か
ら
、
国

の
政
策
動
向
や
市
町
村
の
将
来
像
を
見
据

え
た
う
え
で
、
移
行
へ
の
判
断
を
的
確
な

も
の
と
し
、
そ
の
選
択
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

新
制
度
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
対

処
し
、
選
択
す
る
か
は
、｢

人
・
モ
ノ
・

金｣

の
問
題
も
含
め
て｢

法
人
の
収
入
の

多
寡｣

か｢

法
人
の
使
命
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）｣

か
、
そ
の
ど
ち
ら
も
欠
く
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

黒沢 智明 氏

進む道は選べる
岩手県社会福祉法人経営者協議会副会長
福岡隣保館福祉会理事長・認定こども園ともいき園長
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